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海
外
の
美
術
品
等
の
我
が
国
に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
五
号
䥺
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
䣍
強
制
執
行
䣍
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
海
外
の
美
術
品
等
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
の
で
䣍
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
䣎 

令
和
四
年
六
月
十
三
日 
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